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◆ 採決強行に抗議する３日間(１１～１３)作戦
　与党の暴走、民主の馴れ合いにストップを
　憲法改悪反対共同センターは、自民･公明の与党が改憲手続き法案を衆議院憲法特別委員会で１２日採決、１３日衆議院本会議採決に向けて暴走していることに反対し、１１日から１３日までの３日間、国会に向け各政党・憲法特委員への集中的な抗議･要請行動を行なうとともに、全国的に「９の日」宣伝を皮切りに１３日までの期間を統一宣伝ゾーンに設定し、法案のねらいと問題点を国民の中に徹底的に明らかにする行動を提起しています。

■ 国会に向けた行動　

◎４月１１日(水)　衆議院第２議員会館前集会　１２：１５～１３：００

◎４月１２日(木)　★衆議院第２議員会館前の座り込み行動　１１：００～１６：００

　　　　　　　　　★STOP！改憲手続き法案４・１２大集会　１８：００～１９：２０

　　　　　　　　　場所－日比谷野外音楽堂、主催－「５・３集会実行委員会」　

◎４月１３日(金)　衆議院第２議員会館前の座込・議員要請１１：００～１６：００

＊１２・１３日は朝から特別委員会、本会議の傍聴体制をとります。衆議院議面８時３
０分集合。また、団体ごとに国会議員への波状的な要請行動も行ないます。

■ 全国各地で宣伝・署名・対話を！　

　選挙前半戦の投票日直後の９日から１３日までに宣伝・署名・対話を全国各地で取り組み、実施箇所、参加規模、配布数枚数、署名集約のすべてで過去最大の燃えるような行動を起し、世論と情勢を一気に変えましょう。
■ 自宅からできる国会請願・・メール＆FAX
 ●国会議員、マスコミ一斉メールフォーム【転送・転載大歓迎】
　 こちら→ http://www.kyodo-center.jp/　
　自宅(事務所)のパソコンから、政党・憲法特別委員へ憲法第１６条に基づく「請願権」行使の運動としてメールを送りましょう。またフォームにはFAX番号もあります。
● 憲法を守るWEB署名はこちら→http://www.kyodo-center.jp/syomei/kenpou.htm
●各地の取り組み紹介はこちら→http://www.kyodo-center.jp/saishin/saishin_form.html
● 政党案・論文などの各種資料はこちら→ http://www.kyodo-center.jp/ugoki/ugoki.htm
●宣伝物ダウンロードはこちら→http://www.kyodo-center.jp/download/download.htm

◆ 福島・郡山共同センター寒風の中で宣伝

　３／３１　丸井前　６人参加で６３筆　
３月下旬に入って日本各地で桜開花宣言のニュースが流れる一方、春の足踏みで３１日は春には程遠く、とても冷たい風が吹きすさぶ中での署名行動でした。

地方選のさなかではありましたが、国民投票法案をめぐる緊迫した状況にかんがみて、独自にチラシを作成して宣伝しました。

星事務局長は、「スポーツで言えば、改憲チームと護憲チームの試合で必ず改憲チームが勝利するような、圧倒的に改憲派に有利な不公平なルールづくり、これが国民投票法案の本質」と訴えました。

信号待ちの人たちに憲法９条改悪反対のビラを渡し署名を呼びかけると、時には拒否する人もいます。この日も年配の女性が「憲法守ろうなんて馬鹿じゃない。変えなきゃだめよ。もっと勉強しなさいよ」と言って立ち去りました。一方、春休みとあって、中･高校生が多く、声をかけると立ち止まって話を聞いてくれ、納得顔で署名をしました。また、３０代とおぼしき男性に署名をお願いすると、「チラシを読んでから」といってチラシを立ち読みしながら、しばらくスピーカーから流れる話に耳を傾けてから署名をしてくれ、「がんばってください」と、逆に励まされる場面もありました。

本当に寒い風が吹きつけていましたが、思いのほか、署名の集まり具合はよかったようです。６名が行動に参加し（地方労連３－県立高教組２・年金者１、新婦人２、戦争と平和を考える会１）、６３筆を集めました。

■ 星事務局長の訴えのポイント　
①国民の意思といえるための最低投票率の規定がないこと、わずかな賛成で改憲を可能にしてしまう　②新聞・テレビなどマスメディアによる有料広告を野放し、財界をバックに持つ改憲派がマスコミを占領してしまう、ヨーロッパ諸国では有料広告は禁止が普通　③数百万人の公務員･教員が投票呼びかけなどの運動を禁止され、主権行使を制限される、このような運動への規制を行なっている国もヨーロッパにはありません。の３つの点を重大な問題点として指摘し、市民に廃案を呼びかけました。

◆ 愛知県　小学校区ごとに全戸訪問･署名　
石巻･青陵･東陵九条の会は、愛知県豊橋市の北東部にある３つの中学校区で、「憲法を守る国民的世論を広げることを目的（申し合わせ）」に昨年７月に発足しました。３つの中学校区は、新興住宅地と農村の混在する人口３９、０００人（１３，６００世帯）の地域。

私たちは、この地域で憲法を守る世論を広げるために、全戸訪問の署名運動を行うことを決めました。方法は、毎月第２・４土曜日とその翌日の日曜日に行動することとしました。

土曜日に訴え文と署名用紙を持って訪問し、対話して署名用紙を置いてきます。そして日曜日が回収です。直ぐに書いてくれる家でも、「明日また来ますので、家族で話し合ってください」と言ってとにかく置いてきます。この方法で行うと、ご主人や若い人に相談しないと分からないと言う女性や老人でも安心して受け取ってくれます。また、「留守にする時はポストに入れておいてください」とお願いしておくので、留守にするときは入れておいてくれます。

手始めに取り組んだのは、会長（僧侶）の住む下条小学校区で、ここは４２６世帯、人口１，５８７人の校区です。行動を開始した日は８月６日で、偶然にも被爆者の住む家を訪問。快く署名してもらいました。

ある戦争体験者は当初、署名しても変わらないと言っていましたが、話をする中でご本人だけは署名してくれることになりました。ところが翌日回収にうかがったら、奥さんが「主人から話は聞いています」と、家族全員の署名を渡してくれました。

こうして、下条小学校区を２ヶ月掛けて全戸訪問を行いました。結果は、１３１世帯（３０．８％）で４４３筆（２７．９％）の署名を集めることができました。

私たちは、署名が終了するとお礼のチラシを再度全戸に配布しています。このチラシを配布しているところを見て、回収漏れとなっていた家の人が届けてくれるということもありました。

下条の次は、賀茂小学校区に入りました。ここでは文化協会の会長さんが名前を出してくださり、好評でした。いつものように訴えの訪問をしたある家のことです。対応に出てきたおばあさん、足腰が痛くて立っているのも大変なようでしたが、こちらの訴えを聞いて署名をしてくれるとのことでした。翌日再訪問して呼び鈴を押しても反応がありません。なんどか押していると、小さな声がします。見ると座敷に引いた布団から、這いながら縁側に出てくるところです。手には名前の書いた署名用紙が・・・。縁側の方に回ると、痛い腰をさすりながらガラス戸を開けようとしていますが、鍵が掛かっていてなかなか開きません。「痛い、痛い」と言いながら開けようとするのですが、力の入らない手では硬い鍵をはずすことができず、必死の形相です。思い余って「また来ます」と言って去りました。

サラリーマンである私は平日には回収に訪問をすることができず、次の土曜日に訪問しました。すると、なんと玄関に署名用紙の入った袋がセロテープで貼ってあるではないですか。お礼を言おうと思う一方、先日の足腰の痛さを考えて、自宅に帰ってお礼のはがきを書きました。

こうして、賀茂小学校区は３月に全戸訪問が終了しました。結果は、１３５世帯（３４．４％）で４４６筆（３０．０％）の署名を集めることができました。

賀茂小学区が終了したことで、お礼のチラシを用意していますが、改憲手続き法案がクローズアップしているので、その問題点をアピールする内容を網羅したチラシを準備しています。(新免　英俊)
◆ 映画「日本の青空」全国上映へ

日本国憲法誕生の秘話！　条文に託した願いを描く
　日本国憲法はどのようにしてつくられたのか、人々は憲法にどんな思いを託したのか―。在野の憲法学者、鈴木安蔵を中心とした民間団体「憲法研究会」が作成した「憲法草案要綱」が、日本国憲法の基礎となったことを描く劇映画「日本の青空」が完成し、全国で上映が始まった。
戦後、日本を占領した連合国総司令部（ＧＨＱ）のマッカーサー司令官は、軍国主義の除去、民主主義と基本的人権の確立のため、日本政府に新憲法の制定を求めた。だが、政府は天皇主権の大日本帝国憲法の焼き直しで済まそうとした。そこでＧＨＱはポツダム宣言の趣旨に沿う草案を示し、日本政府はそれをもとに日本国憲法政府案を作成した。
実はこの時、ＧＨＱが草案の手本としたのは、憲法研究会が１９４５年１２月末に発表した「憲法草案要綱」だった。
映画は安蔵（高橋和也）の清廉な生き方や、妻・俊子（藤谷美紀）との夫婦愛、国民中心の新しい時代に向けた憲法研究会メンバーらの思いと議論などを中心に展開。日本国憲法は占領軍の押し付けではなく、明治以来の自由民権運動の考えや、戦争と抑圧の時代をへて平和と基本的人権を求める人々の願いを表したものであることを描く。
改憲の動きが広がるなかで、「平和憲法をまもりたい」と、プロデューサーの小室皓充さんや大澤豊監督らが中心となって映画化にあたった。製作資金を一口１０万円、２千口の目標で募り、製作協力券は１３万枚に達した。
３月中旬に都内で完成記念有料試写会が行われた。今後、全国２０００カ所で上映、２００万人の動員をめざす。上映予定などの問い合わせ先は「日本の青空」製作委員会（電話０３―３５２４―１５６５）。（「連合通信・隔日版」3月27日号）
· 「日本の青空」ホームページ
· 　http://www.cinema-indies.co.jp/aozora/index.html
　短信･ホットライン　
■ 与党が「改憲手続き法案」“修正”案／狙いは「改憲反対」の取り締り！
公務員・教育者／奪われる表現の自由
　「憲法改正案」の賛否を問う国民投票が間近に迫っている近未来──。次の行為は合法でしょうか？　それとも違法？
　①公務員が休日に「憲法改悪反対」のビラを自宅周辺に配付する
　②中学の社会科教師が授業で「憲法９条は大切」と生徒たちに教える
　いま与党が国会提出している改憲手続き法案が通れば、いずれも違法行為として、取り締まられる可能性があります。法案は、数百万人の公務員、教員が「憲法改正」について自由に発言したり、投票運動に加わることをがんじがらめに規制しているからです。その狙いは「改憲」に反対する公務員、教員の口をふさいでしまうことです。
○公務員労組・教職員組合／機関紙・ビラも規制対象 
　一度は「国公法等の公務員の政治的行為の制限は適用除外とする」と、公務員などの国民投票運動の規制を緩和する案に与党は合意していました。
　ところが、３月27日に国会提出した「修正案」では、一転して規制を強化。罰則規定こそ設けられていませんが、国公法に基づく罰則、さらには刑法の「公務員職権濫用罪」の適用も視野に徹底して取り締まる考えです。
　禁止されているのは「地位利用による運動」と説明されていますが、どんな行為が地位利用なのかを判断するのは警察や検察。改憲を進める政府の側です。
　公務員と教員を狙い撃ちする理由について自民党の古屋圭司衆院議員は「自治労や日教組が組織的な反対運動を堂々と行なうことが予想される中、とても公正な国民投票が実施できる環境にならない」と指摘。自民党憲法審議会の船田元会長は「ビラや機関紙などの政治活動が自由にできることにしていいのかということ」と国会答弁しています。このままでは、公務員労組が「改憲反対」の運動をすることが事実上不可能になってしまいます。
○民間労組・市民団体／「買収罪」でひっかけられる？
　運動が規制されるのは公務員、教員だけではありません。与党「修正案」が盛り込む「組織的多人数買収罪」が、民間労組や市民団体に向けられる危険が。
　組織的多人数買収罪とは、複数の有権者に対して金銭や物品の提供、接待などを組織的に行うことを禁止するもの。しかし、日弁連が指摘するように「そもそも憲法改正国民投票に買収や利害誘導がなされうるのか」が疑問です。
　さらにその罪の要件もあいまい。労組や市民団体が、「改憲反対」の内容の映画ＤＶＤや漫画パンフなどを配付することが「物品の提供」と判断されて、摘発される恐れも否定できません。070327・「連合通信・特信版」より転載。
